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                                    呉 市 教 育 委 員 会 会 議 録  

平成２９年５月２２日定例会 

 

１ 開催日時 平成２９年５月２２日（月） １５：００開会 

１５：５３閉会  

                     

２ 開催場所 ７５１・７５２会議室（呉市役所７階） 

 

３ 出席委員 教育長         中 村 弘 市 

教育長職務代理者    森 尾 敬 介 

委 員         水 野 良 行 

委 員         舩 尾   慎 

委 員         香 川 治 子  欠席委員なし 

 

４ 出席職員 教育部長        寺 本 有 伸 

教育部参事       上 田 勝 治 

教育部副部長      小 川   聡 

       教育部参事補      細 本 裕 一 

       文化スポーツ部副部長  神 垣   進 

教育総務課長      大 森 和 雄 

       学校施設課長      沖 本 正 樹 

       学校教育課長      髙 橋 伸 治 

学校安全課長      金 本 康 司 

教育総務課課長補佐   大 窪 敏 幹 

 

 

 

 

 

５ 傍 聴 者 １人  
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６ 日  程 

（１）会期決定について 

（２）前回会議の報告 

（３）教議第15号 平成３０年度に呉市立小・中学校で使用する教科用図書の採択に係る 

基本方針について 

（４）報告第７号 平成３０年度使用教科用図書（小学校「特別の教科 道徳」）の採択 

手続について  

（５）報告第８号 平成３０年度使用教科用図書（小学校「特別の教科 道徳」）採択の 

ための調査・研究要項について 

（６）教議第16号 平成３０年度に呉市立呉高等学校で使用する教科用図書の採択に係る 

基本方針について 

（７）報告第９号 平成３０年度使用教科用図書（呉市立呉高等学校）の採択手続につい 

         て 

（８）教議第17号 平成３０年度に呉市立小・中学校の特別支援学級で使用する教科用図 

書の採択に係る基本方針について 

（９）報告第10号 平成３０年度使用教科用図書（小・中学校特別支援学級用）の採択手 

続について 

（10）報告第11号 平成２９年度学校別児童，生徒数等について 

（11）報告第12号 広島県に対する提案事項について 

（12）教議第18号 呉市伝統的建造物群保存地区保存審議会委員の委嘱について 
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       （１５：００） 

教 育 長 これより定例会を開会します。 

日程第１の「会期決定について」を議題とします。 

お諮りします。会期は，本日１日としたいと思いますが，これに御異議ござい

ませんか。 

（異議なしの声） 

教 育 長 御異議なしと認めます。 

よって会期は，本日１日と決定されました。 

本日の会議録署名委員は，水野委員・舩尾委員にお願いいたします。 

それでは，日程第２の「前回会議の報告」を求めます。 

大窪課長補佐 （平成29年４月21日定例会について報告） 

教 育 長 本日提出されたもののうち，日程第１１については，議会に諮る案件のため非

公開，日程第１２については，人事に係る案件のため秘密会としたいと思います

が，これに御異議はございませんか。 

 （異議なしの声） 

教 育 長 御異議なしということで，本日の議題についてはそのように決定されました。 

 

教議第１５号 平成３０年度に呉市立小・中学校で使用する教科用図書の採択に係る基本方針に

ついて 

 

教 育 長 それでは，日程第３の教議第１５号「平成３０年度に呉市立小・中学校で使用

する教科用図書の採択に係る基本方針について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

髙 橋 課 長 教議第１５号「平成３０年度に呉市立小・中学校で使用する教科用図書の採択

に係る基本方針について」を御説明いたします。資料の１ページをお開きくださ

い。 

昨年５月12日の臨時教育委員会会議で御報告させていただきました「呉市教科

用図書採択関係資料の誤記等に関する状況と改善策」の一つとして，「呉市教科

用図書の採択に関する規程 第３条」によっていました採択の方針及び手順を，

より分かりやすくするために，別に定めるものでございます。 

なお，本基本方針は，広島県教育委員会が平成29年４月27日に定めた「平成30

年度に義務教育諸学校で使用する教科用図書の採択基本方針」に準じておりま

す。 

今年度は平成30年度から小学校「特別の教科 道徳」が実施されることに伴

い，「特別の教科 道徳」の教科用図書について採択を行います。 

「１ 採択基本方針」の「(1) 採択の基本」を御覧ください。記載しておりま

すアからオの五つの観点に基づいて調査・研究を行います。 

「(2) 適正かつ公正な採択の確保」を御覧ください。 

適切かつ公正な採択に向けて，教科用図書発行者等との関係には十分に留意し

てまいります。 

「(3) 開かれた採択の推進」を御覧ください。 

採択結果及び理由について，採択後，呉市のホームページ上で公表してまいり
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ます。また，イに掲げる事項について公開する資料を準備してまいります。 

「２ 方法，組織及び手続」については，「特別の教科 道徳」の教科用図書

の採択方法や，選定委員会，調査・研究委員会について定めたものです。 

１枚めくっていただきまして，２ページを御覧ください。 

(2)にありますとおり，小学校の「特別の教科 道徳」以外の教科書につきまし

ては，原則，平成28年度に採択した教科書と同一の教科書を採択することとして

おります。 

平成30年度に呉市立小・中学校で使用する教科用図書の採択につきましては，

今後とも，「呉市教科用図書の採択に関する規程」及びこの基本方針に基づきま

して，適正かつ公正に実施してまいります。 

以上，御審議のほど，よろしくお願いします。 

教 育 長 ただ今，事務局から日程第３の教議第１５号「平成３０年度に呉市立小・中学

校で使用する教科用図書の採択に係る基本方針について」の説明がありました

が，これについて，御質問，御意見がありましたらお願いいたします。 

水 野 委 員 改善策をもとに，「より分かりやすくするために別に定めるとした」というこ

とですが，どういった点が分かりやすくなったのでしょうか。 

髙 橋 課 長 お手元の参考資料「呉市教科用図書の採択に関する規程」を御覧ください。 

教科用図書の採択の方針は，第３条にあります「採択に当たっては，無償措置

法第１３条第１項の規定によるほか，学習指導要領に基づき呉市の実状に即する

よう考慮するとともに次の手順によるものとする」と示しております。   

しかしながら，この文章だけでは内容が分かりにくいことから，改善策でお示

ししたとおり，この度，「採択の方針」の具体的内容をより分かりやすくするた

めに，別に定めたものでございます。 

教 育 長 ほかに御発言はありませんか。 

森 尾 委 員 先程のご説明の中に「広島県の方針に準じて」とありましたが，教科用図書の

採択に際しては，呉市の規定の第３条にも，「呉市の実情に即するよう考慮す

る」とありますように，呉市の実状に応じたものを選ぶ必要があると考えます

が，いかがでしょうか。 

髙 橋 課 長 「１ 採択の方針」の「(1) 採択の基本」の４行目に，「本市の児童生徒に最

も適切な教科用図書を採択する。」とございます。 

したがって，今後，選定委員会において，「呉市の子ども達の実態に応じた」

という調査・研究の視点・方法が示されるものと考えております。 

教 育 長 ほかに御発言はありませんか。 

 （なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，それでは，本件については原案のとおり可決してよ

ろしいですか。 

 （異議なしの声） 

教 育 長  御異議なしということで，よって本件は原案どおり決します。 

 

報告第７号 平成３０年度使用教科用図書（小学校「特別の教科 道徳」）の採択手続について 

 

教 育 長 次に，日程第４の報告第７号「平成３０年度使用教科用図書（小学校「特別の
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教科 道徳」）の採択手続について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

髙 橋 課 長 報告第７号「平成３０年度使用教科用図書（小学校「特別の教科 道徳」）の

採択手続について」を御説明いたします。３ページをお開きいただき，「１ 採

択の方針」を御覧ください。 

小学校の「特別の教科 道徳」で使用する教科用図書の採択の手続につきまし

ては，お手元の参考資料「呉市教科用図書の採択に関する規程」及び先ほど御承

認いただいた「平成３０年度に呉市立小・中学校で使用する教科用図書の採択に

係る基本方針」に基づいて進めてまいります。 

「２ 採択の手順」を御覧ください。手順については，４ページの「教科用図

書採択の手順」及びこの後報告させていただく５，６ページにあります「平成３

０年度使用教科用図書（小学校「特別の教科 道徳」）採択のための調査・研究

要項」によるものとしています。 

４ページを御覧ください。 

図で示しております①から⑥の手順に従い，調査・研究委員会においての綿密

な調査・研究及び選定委員会での審議を経て，教育委員会にお諮りすることとな

ります。 

３ページにお戻りください。「３ 日程」を御覧ください。 

５月から８月にかけて，選定委員会と調査・研究委員会を開催し，作業を進め

てまいります。 

そして，８月中に，選定委員会委員長から教育長に選定結果について，審議の

結果及び理由を付して報告いたします。その後，教育委員会会議にお諮りする流

れになっております。 

なお，昨年の臨時教育委員会会議で報告した改善策の一つである，十分な調

査・研究と確認が行えるように，これまでより長く調査・研究の期間をとるよう

に計画しております。 

今後とも，適正かつ公正な採択が行われるよう進めてまいります。 

以上で説明を終わります。 

教 育 長 ただ今，事務局から日程第４の報告第７号「平成３０年度使用教科用図書（小

学校「特別の教科 道徳」）の採択手続について」の説明がありましたが，これ

について，御質問，御意見がありましたらお願いいたします。 

舩 尾 委 員 今の御説明の中に，改善策の一つである「調査・研究の期間」について，「こ

れまでよりも長くとるように計画している」とありましたが，どの程度長くなっ

たのでしょうか。またその他に改善策に示されたことで入っているものはあるの

でしょうか。 

髙 橋 課 長 調査・研究の期間につきましては，従前は，40日程度で行っていたものを，１

週間程度延長いたします。 

その他の改善策については，この後御報告させていただく調査・研究要項で報

告させていただきますが，「３ 日程」の内容の部分の下から３行目，４行目を

御覧ください。 

選定委員会（３回実施），調査・研究委員会（３回実施）とございます。 

これまでは，選定委員会と調査・研究委員会を交互に開催し，総合所見の中間
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報告も作成しておりました。 

今年度は，選定委員会と調査・研究委員会が，審議や調査・研究を十分に時間

をかけて行えるように，総合所見の中間報告を無くし，第１回選定委員会後，調

査・研究委員会を３回続けて開催し，その後２回の選定委員会を開催するように

計画しております。 

こういった点も改善策の一つでございます。 

教 育 長  ほかに御発言はありませんか。 

水 野 委 員  教科用図書の法定展示期間が示されていますが，呉市では，どこで閲覧するこ

とができるのでしょうか。 

髙 橋 課 長  市役所内の一室で閲覧できるようにいたします。詳細が決まり次第，呉市教育

委員会のホームページでもお知らせします。 

教 育 長  ほかに御発言はありませんか。 

 （なしの声） 

教 育 長  御発言なしということで，それでは，本件についてはこの程度とします。 

       

報告第８号 平成３０年度使用教科用図書（小学校「特別の教科 道徳」）採択のための調査・

研究要項について 

 

教 育 長 次に，日程第５の報告第８号「平成３０年度使用教科用図書（小学校「特別の

教科 道徳」）採択のための調査・研究要項について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

髙 橋 課 長 報告第８号「平成３０年度使用教科用図書（小学校「特別の教科 道徳」）採

択のための調査・研究要項について」を御説明いたします。５ページを御覧くだ

さい。 

この要項は，「呉市立小・中学校で使用する教科用図書の採択に関する規程」

及び「平成３０年度に呉市立小・中学校で使用する教科用図書の採択に係る基本

方針」に基づき，教科用図書の調査・研究に関する必要な事項を定めるものでご

ざいます。 

「１ 調査・研究の観点」を御覧ください。調査・研究の観点につきまして

は，広島県教育委員会が示す教科用図書の調査・研究の観点に準じております。 

「２ 呉市教科用図書選定委員会」を御覧ください。 

「(1) 構成及び運営」につきましては，「改善策」で示しているように，より

多様な意見が反映されるように，イの保護者代表をこれまでの１名から２名とし

ています。教育委員の皆様には，これまでどおり，選定委員会を傍聴して頂くこ

とができます。日程等につきましては，別途御案内いたします。 

「(2) 任務」につきましては，選定委員会は，呉市教科用図書調査・研究委員

会に調査・研究を依頼し，調査・研究報告書を基に，全ての教科用図書について

審議し，その結果としての総合所見を作成し，教育長に報告いたします。 

１枚めくっていただいて，６ページ「３ 調査・研究委員会」を御覧くださ

い。  

「(1) 構成及び運営」につきましては，「改善策」で示しているように，教科

の専門性を有する指導主事を調査・研究委員として位置付け，より専門的な視野
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から綿密な調査・研究が行えるようにしております。  

「(2) 任務」につきましては，調査・研究委員会は，選定委員会から示された

観点等に基づき，全ての教科用図書について調査・研究を行い，調査・研究報告

書を作成いたします。 

「４ 報告書及び総合所見の様式」については，今後別に定める予定でござい

ます。 

以上でございます。 

教 育 長 ただ今，事務局から日程第５の報告第８号「平成３０年度使用教科用図書（小

学校「特別の教科 道徳」）採択のための調査・研究要項について」の説明があ

りましたが，これについて，御質問，御意見がありましたらお願いいたします。 

香 川 委 員 今の説明で，改善策の中味が反映されていることが分かりました。 

改善策には，調査・研究の担当者だけでなく，複数でチェックするようにする

とお聞きしていましたが，具体的にはどのようにお考えでしょうか。 

髙 橋 課 長 改善策にお示ししたように，調査・研究委員会において，各視点の担当者だけ

でなく，複数の委員で，内容等のチェックが徹底できるように，正，副担当制を

とって進めてまいりたいと考えております。 

香 川 委 員 わかりました。実際の調査・研究においても，そういった点が確実に実施され

るよう要望しておきます。 

教 育 長 ほかに御発言はありませんか。 

森 尾 委 員 「２ 呉市教科用図書選定委員会」の「(2) 任務」の「イ(ｱ) 道徳部会を代表

する校長は，調査・研究委員会の調査・研究報告書を基に，全ての教科用図書に

ついて，総合所見の原案を作成する」とありますが，道徳部会の代表の校長先生

がお一人で原案を考えるということですか。 

髙 橋 課 長 これまでは，選定委員である部会代表の校長と指導主事が二人で原案を考えて

おりましたが，指導主事はより専門的な調査・研究を行うために，調査・研究委

員として位置付けることとなりましたので，原案は部会代表校長が一人で作成す

ることになります。 

作成に当たっては，改善策でも示しておりますように，これまでの総合所見

は，調査・研究の結果を詳細にまとめたものでしたが，今後は，特徴を簡潔に述

べる分かりやすい資料とするよう進めてまいります。 

教 育 長 ほかに御発言はありませんか。 

 （なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，それでは，本件についてはこの程度とします。  

 

教議第１６号 平成３０年度に呉市立呉高等学校で使用する教科用図書の採択に係る基本方針

について 

 

       

教 育 長 次に，日程第６の教議第１６号「平成３０年度に呉市立呉高等学校で使用する

教科用図書の採択に係る基本方針について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

髙 橋 課 長 教議第１６号「平成３０年度に呉市立呉高等学校で使用する教科用図書の採択
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に係る基本方針について」を御説明いたします。７ページを御覧ください。 

この基本方針は，「呉市教科用図書の採択に関する規程」に基づいて，呉高等

学校で使用する教科用図書の採択の基本方針を定めるものです。 

「１ 採択基本方針」を御覧ください。 

「(1) 採択の基本」にお示ししているように呉高等学校で使用する教科用図書

については，呉高等学校が選定し，教育委員会に報告された教科用図書について

採択を行うこととなっております。 

「(2) 適正かつ公正な採択の確保」及び「(3) 開かれた採択の推進」につきま

しては，先程ご承認いただいた「小・中学校の教科用図書の採択に係る基本方

針」と同様でございます。 

「２ 選定上の留意事項」を御覧ください。 

呉高等学校が選定を行う上での留意事項を示しております。本年度の採択も適

正かつ公正に実施してまいります。 

以上，御審議のほど，よろしくお願いします。 

教 育 長 ただ今，事務局から日程第６の教議第１６号「平成３０年度に呉市立呉高等学

校で使用する教科用図書の採択に係る基本方針について」の説明がありました

が，これについて，御質問，御意見がありましたらお願いいたします。 

香 川 委 員 この方針は，県立学校の基本方針と違う点があるのでしょうか。 

髙 橋 課 長 内容に大きな違いはございません。 

ただし，「２ 選定上の留意事項」の(2)及び(3)にありますように，保護者の

経済的負担も配慮しながら，呉高等学校の実態に合わせて，選定を行うことが大

切なことであることから，それらを明記しているものでございます。 

教 育 長 ほかに御発言はありませんか。 

（なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，それでは，本件については原案どおり可決してよろ

しいですか。 

 （異議なしの声） 

教 育 長 御異議なしということで，よって本件は原案どおり決します。 

 

報告第９号 平成３０年度使用教科用図書（呉市立呉高等学校）の採択手続について 

 

教 育 長 次に，日程第７の報告第９号「平成３０年度使用教科用図書（呉市立呉高等学

校）の採択手続について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

髙 橋 課 長 それでは，報告第９号「平成３０年度使用教科用図書（呉市立呉高等学校）の

採択手続について」を御説明いたします。 

９ページを御覧ください。  

高等学校の教科用図書の採択は，毎年度発行の「高等学校用教科書目録」に登

載されている教科書から採択しなければならないため，毎年度，実施することと

なっております。 

「１ 採択の方針」を御覧ください。 

採択は，「呉市教科用図書の採択に関する規程」及び先程御承認いただいた
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「平成３０年度に呉市立呉高等学校で使用する教科用図書の採択に係る基本方    

針」に基づいて行います。 

「２ 採択の手順」を御覧ください。 

手順は，10ページの「教科用図書採択の手順【呉高等学校】」及び11ページ

「呉市立呉高等学校教科用図書採択手続要領」によることとしています。 

10ページを御覧ください。 

手順は，小学校「特別の教科 道徳」の採択と同じ流れになります。 

11ページをお開きください。 

「手続要領」の「２ 選定委員会」，「３ 調査・研究委員会」を御覧くださ

い。呉高等学校の採択におきましては，選定委員を呉高等学校の校長，教頭，地

域代表，学識経験者等，調査・研究委員を呉高等学校の教員とし，それぞれの委

員会を構成することとしております。 

９ページにお戻りください。 

「３ 日程」を御覧ください。 

５月から８月にかけて，選定委員会と調査・研究委員会を開催し，作業を進め

てまいります。 

そして，８月中に，選定委員会委員長である呉高等学校長から教育長に選定結

果について，審議の結果及び理由を付して報告いたします。その後，教育委員会

会議にお諮りする流れになっております。 

以上で説明を終わります。 

教 育 長 ただ今，事務局から日程第７の報告第９号「平成３０年度使用教科用図書（呉

市立呉高等学校）の採択手続について」の説明がありましたが，これについて，

御質問，御意見がありましたらお願いいたします。 

舩 尾 委 員 小・中学校の採択手続においては，選定委員会や調査・研究委員会を各３回実

施することが明記されておりましたが，呉高等学校は選定委員会や調査・研究委

員会の回数を示さないのですか。 

髙 橋 課 長 呉高等学校の教科用図書の見本本の種類や冊数は，教科によって，大きく異な

りますので，一律に回数を示すことができませんが，昨年度の例で申しますと，

選定委員会を３回，調査・研究委員会は各教科において，延べ70回実施しており

ます。 

教 育 長 ほかに御発言はありませんか。 

 （なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，それでは，本件についてはこの程度とします。 

 

教議第１７号 平成３０年度に呉市立小・中学校の特別支援学級で使用する教科用図書の採択

に係る基本方針について 

 

教 育 長 次に，日程第８の教議第１７号「平成３０年度に呉市立小・中学校の特別支援

学級で使用する教科用図書の採択に係る基本方針について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

金 本 課 長 教議第１７号「平成３０年度に呉市立小・中学校の特別支援学級で使用する教

科用図書の採択に係る基本方針について」を御説明いたします。 
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資料の13ページをお開きください。 

この基本方針は，呉市立小・中学校の特別支援学級で使用する教科用図書の採

択に際しまして，「呉市教科用図書の採択に関する規程」に定めるもののほか，

児童生徒の障害の状態及び発達段階に適合した教科用図書の選定及び採択を行う

必要があるため，別に定めるものです。 

まず，「１ 採択基本方針」でございます。「(1) 採択の基本」につきまして

は，特別支援学級で使用する教科用図書の採択に関するアからエの４つの観点を

明記しております。 

 また，「(2) 適正かつ公正な採択の確保」及び「(3) 開かれた採択の推進」に

つきましては，先ほどご承認いただきました，小・中学校の教科用図書の採択に

係る基本方針の内容と同様でございます。 

 続きまして，「２ 方法，組織及び手続」でございます。広島県教育委員会の

指導，助言等を受けながら行う採択の方法，組織，手続について定めたものでご

ざいまして，(1)にございますとおり，児童生徒の障害の状態や発達段階に適合し

た教科用図書を，「文部科学大臣の検定を経た教科用図書」，「文部科学省が著

作の名義を有する教科用図書」及び「学校教育法附則第９条の規定による教科用

図書」の中から採択することとしております。 

なお，教科用図書の選定につきましては，14ページの(2)にございますとおり，

他の小・中学校の教科用図書の選定方法と異なりまして，各学校が「教科書選定

会議」を設置して，個々の児童生徒の実情に応じた教科用図書を選定することと

しております。 

本年度はこの基本方針に基づきまして，平成30年度に呉市立小・中学校の特別

支援学級で使用する教科用図書の採択を，適正かつ公正に実施してまいります。 

以上，御審議のほどよろしくお願いします。 

教 育 長 ただ今，事務局から日程第８の教議第１７号「平成３０年度に呉市立小・中学

校の特別支援学級で使用する教科用図書の採択に係る基本方針について」の説明

がありましたが，これについて，御質問，御意見がありましたらお願いいたしま

す。 

水 野 委 員 「１の(1) 採択の基本」にある調査・研究の４つの観点は，先ほどの「小・中

学校で使用する教科用図書」の観点と異なりますが，広島県教育委員会が作成す

る「選定資料」には，調査・研究を行っていくための具体的な観点の内容などは

示されているのでしょうか。 

金 本 課 長 広島県教育委員会が作成する「選定資料」には，４つの観点ごとの具体が示さ

れております。 

内容につきましては，例えば，観点「ア 内容の特徴・程度」では，「児童生

徒の生活に結びついた学習活動が展開できるようなわかりやすい内容であり，学

習指導要領に示されている各教科の目標・内容と適合しているか。」，「イ 内

容の構成・配列・分量」では，「内容が系統的・段階的に配列されており，無理

なく学習することができるか。」といったものがございます。 

教 育 長 ほかに御発言はありませんか。 

 （なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，それでは，本件については原案どおり可決してよろ
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しいですか。 

 （異議なしの声） 

教 育 長 御異議なしということで，よって本件は原案どおり決します。 

 

報告第１０号 平成３０年度使用教科用図書（小・中学校特別支援学級用）の採択手続について 

 

教 育 長 次に，日程第９の報告第１０号「平成３０年度使用教科用図書（小・中学校特

別支援学級用）の採択手続について」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

金 本 課 長 報告第１０号「平成３０年度使用教科用図書（小・中学校特別支援学級用）の

採択手続について」御説明いたします。 

資料の15ページをお開きください。 

小・中学校特別支援学級用の教科用図書につきましては，「文部科学大臣の検

定を経た教科用図書」，「文部科学省が著作の名義を有する教科用図書」そし

て，毎年度採択される「学校教育法附則第９条の規定による教科書用図書」の３

つの中から採択することとなっているため，採択は毎年度実施することとしてお

ります。 

「１ 採択の方針」を御覧ください。 

小・中学校特別支援学級用の教科用図書の採択手続につきましては，「呉市教

科用図書の採択に関する規程」及び，先ほど御承認いただきました「呉市立小・

中学校の特別支援学級で使用する教科用図書の採択に係る基本方針」に基づいて

進めてまいります。 

「２ 採択の手順」につきましては，16ページに手順を図示しておりますので

御覧ください。 

各小・中学校が設置する「教科書選定会議」が教科用図書を選定し，選定理由

書を教育長へ提出した後，教育委員会会議にお諮りすることとなります。  

次に，資料15ページにお戻りいただき，「３ 日程」を御覧ください。 

先に御説明いたしました採択の手順に沿って手続を行ってまいりまして，８月

の定例教育委員会議にお諮りする流れになっております。 

以上でございます。 

教 育 長 ただ今，事務局から日程第９の報告第１０号「平成３０年度使用教科用図書

（小・中学校特別支援学級用）の採択手続について」の説明がありましたが，こ

れについて，御質問，御意見がありましたらお願いいたします。 

香 川 委 員 教科書選定会議のメンバーは，どのようなメンバーで，誰が決めるのでしょう

か。 

金 本 課 長 教科書選定会議のメンバーについては，学校の実情に応じて，校長，教頭，主

幹教諭，教務主任，特別支援学級担任，特別支援教育コーディネーター，教科担

任などから５・６名程度，校長が指名することとしております。 

香 川 委 員 子どもの障害の状態は様々であり，発達段階についても一人一人に違いが見ら

れるものです。 

学校の先生方は，日々様々な仕事をされていることと思いますが，特別支援学

級の子どもたちが，自分に合った教科用図書を手にすることができるよう，選定
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会議においても丁寧な話合いをしていただきたいと思います。 

また，教育委員会事務局においては，適正かつ公正な採択に努めていただくよ

う要望しておきます。 

教 育 長 ほかに御発言はありませんか。 

 （なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，それでは，本件についてはこの程度とします。 

  

報告第１１号 平成２９年度学校別児童，生徒数等について 

 

教 育 長 次に，日程第１０の報告第１１号「平成２９年度学校別児童，生徒数等につい

て」を議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

髙 橋 課 長 報告第１１号「平成２９年度学校別児童，生徒数等について」を御説明いたし

ますので，17ページを御覧ください。 

平成29年５月１日現在の呉市立小・中学校の児童・生徒数及び各学校の学級数

が確定しましたので，御報告します。 

まず，児童・生徒数について御説明します。 

18ページ，最も下の段の小学校の合計欄を御覧ください。真ん中やや右，児

童・生徒数の合計の列の一番下の欄が小学校児童総数となります。小学校児童総

数は10,570名で，前年度に比べ62名減少しております。 

続いて19ページ，最も下の段にある中学校の合計欄を御覧ください。同様に，

児童・生徒数の合計の列の一番下の欄が中学校生徒総数となります。中学校生徒

総数は，5,128名で，前年度に比べ259名減少しております。 

小学校，中学校ともに減少傾向が続いております。 

特別支援学級に在籍している児童・生徒数については，18ページにお戻りくだ

さい。先ほど御覧いただいた児童総数の左隣が特別支援学級に在籍する児童数の

合計値です。小学校は247名で，前年度と比べ８名増加しています。19ページ，同

様に生徒総数左隣の合計欄を御覧ください。中学校は111名で，前年度に比べ５名

増加しています。 

次に，学級数についてです。17ページにお戻りください。 

右側にあります編制学級数の表の中に網掛けがしてあり，「0.5」という数字が

入っている学校がございます。 

番号27番，下蒲刈小学校の欄を見ていただきますと，３年・４年にそれぞれ 

「0.5」の数字が入っておりますが，これは３・４年が複式学級であることを意味

し，２学年で１学級とカウントすることとなっております。現在，市内小・中学

校で複式学級のある学校は，先ほど申しました下蒲刈小学校と，蒲刈小学校，豊

小学校となっております。 

それでは，今年度の小・中学校の学級数について御説明します。 

小学校の学級編制の基準については，１年生は35人，２年生については，35人

学級で編制できるよう県費の加配教員が措置されている状況で，３年生から６年

生，中学校につきましては40人でございます。 

18ページの右下を御覧ください。 



  - 13 - 

小学校の学級総数は445学級で，前年度に比べ２学級増加しております。特別支

援学級については，その１つ左の欄になります。今年度は69学級であり，前年度

に比べ，同じく２学級増加しています。小学校では，通常学級数に増減はありま

せん。 

19ページの右下を御覧ください。 

中学校の学級総数は213学級で，前年度に比べ９学級減少しております。特別支

援学級については，その１つ左の欄になります。今年度は43学級であり，前年度

から増減がありません。中学校では通常学級が９学級減少しております。 

５月１日の児童・生徒数により，学級数は確定し，その学級数により教員定数

が決定いたしました。 

以上で，説明を終わります。 

教 育 長 ただ今，事務局から日程第１０の報告第１１号「平成２９年度学校別児童，生

徒数等について」の説明がありましたが，これについて，御質問，御意見があり

ましたらお願いいたします。 

 （なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，それでは，本件についてはこの程度とします。 

それでは，これより非公開の議題に入ります。 

 

報告第１２号 広島県に対する提案事項について 

 

教 育 長 それでは，日程第１１の報告第１２号「広島県に対する提案事項について」を

議題とします。 

事務局からの説明を求めます。 

髙 橋 課 長 報告第１２号「広島県に対する提案事項について」御説明いたします。 

資料21ページを御覧ください。 

平成30年度予算について，広島県に広島県立呉三津田高等学校に，併設型中高

一貫教育校の設置を提案いたします。 

上段の所にあります「現状及び課題」にありますとおり，呉市では，「郷土を

愛する心豊かでたくましい呉の子どもの育成」を目標に教育を進めております。 

少子高齢化が進む中，呉市でも，若者の市外流出や小学校卒業時に一部，市外の

中学校等への進学があり，多様なニーズに対応した教育が必要であると捉えてお

ります。 

22ページを御覧ください。「提案内容」といたしましては，呉三津田高校は，

広島県教育委員会から「探究コアスクール」の指定を受け，カリキュラム開発を

行う県内のリーディング校であり，進学実績においても，難関国立大学・私立大

学への高い合格率を誇る進学校であります。このような実績をもつ高校に中等部

を併設し，中高一貫教育校とすることで，全県から生徒が集まり，呉の教育のレ

ベルアップになるとともに，呉市内の生徒や保護者の選択肢も増えると考えま

す。このように，多様な人材の収集と輩出は，呉の活力や魅力の向上につなげる

ことができると考え，中高一貫教育校の設置を提案するものであります。以上で

ございます。 

教 育 長 ただいま事務局から日程第１１の報告第１２号「広島県に対する提案事項につ
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いて」の説明がありましたが，これについて，御質問がありましたらお願いいた

します。 

舩 尾 委 員 広島県への提案ということですが，今後の流れについて教えてください。 

寺 本 部 長 広島県への提案は，呉市の各部がそれぞれ色々な事業の提案をします。 

  今回，呉市教育委員会として，ただいま説明させていただいた案件を提案して

いきます。 

  流れといたしましては，呉市長が広島県知事や県議会へ要望するとともに，各

担当部が県の担当部へそれぞれ説明してまいります。 

  これは平成30年度の県への予算要望でありますので，県の方で判断が行われ，

予算化が実現すれば取組みを進めていき，そうでなければ，引き続き要望してい

くということになります。 

香 川 委 員 この学校というのは，どのくらいのクラス数や人数を想定されていますか。 

寺 本 部 長 今回は，併設型中高一貫教育校の設置の要望ということで，具体的な人数等は

まだ想定しておりません。 

教 育 長 ほかに御発言はありませんか。 

 （なしの声） 

教 育 長 御発言なしということで，それでは，本件についてはこの程度とします。 

 

教 育 長 それでは，これより秘密会の議題に入ります。 

       （１５：５１） 

教 育 長 以上で定例会を閉会します。 

       （１５：５３） 
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上記のとおり，会議の次第を記載して，その相違ないことを証するため，ここに署名する。 

 

 

（ 教育長  中 村 弘 市  ） 

 

 

（ 委  員  水 野 良 行 ） 

 

 

                          （ 委  員  舩 尾   慎 ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平成２９年５月２２日定例会） 


